
 

 

（協議事項） 

 

市役所新庁舎の建設について 

 

１ 趣旨 

新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）の見直しに向け、市場調査の結果

を踏まえて事業スキーム、概算建設事業費及び建設スケジュールを整理するとともに、

先行整備が必要な（仮称）南松本庁舎に係る整備基本計画の案をまとめましたので、

その内容について協議するものです。 

 

２ 経過 

  ２． ２． ６  基本計画を策定 

  ６． ６．２４  議員協議会に市民に身近な市役所づくりという視点を持って基

本計画を見直すことを協議。見直しについては、了承と集約 

           以降、具体的な見直し作業に着手 

７．３０  市役所新庁舎建設特別委員会（以下「特別委員会」という。）に

具体的な見直しに向けた今後の進め方等を報告 

１０． ９  基本計画見直し支援業務に係る業務委託契約を締結 

１２． ２  特別委員会に第２段階の保健所整備の方向性、それを踏まえた

新庁舎の規模設定の考え方及び今後の進め方を協議。第２段階の

保健所を南松本に設置することは了承と集約 

  ７． ２．１２  特別委員会に基本計画における新庁舎の規模等に係る見直し案     

を協議し、了承と集約 

 

３ 職員配置及び窓口機能（前回の特別委員会における指摘事項） 

  別紙１のとおり 

 

４ 市場調査の結果を踏まえて整理した内容 

  別紙２のとおり 

 

５ （仮称）松本市役所南松本庁舎整備基本計画（案） 

別冊のとおり 

 

６ 今後の進め方 

 ⑴ 先行整備が必要な（仮称）南松本庁舎に関し、（仮称）松本市役所南松本庁舎整備

基本計画（案）に係るパブリックコメントを実施し、市民意見を聴取します。 

 ⑵ （仮称）南松本庁舎の設計については、適切な時期に補正予算を計上します。 

 ⑶ 具体的な見直し内容を反映した松本市役所新庁舎建設基本計画（案）の取りまと

めに向け、支援業者とともに更なる検討を進め、本年６月を目途に計画内容につい

て協議します。 
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